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告 示

島根県告示第673号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福祉

サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第51条第１号の規定により告示する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

社会福祉法人千鳥福祉 共同生活援助 千鳥福祉会 つばきの里 松江市西川津町336－１ 平成25年４月１日

会

特定非営利活動法人障 就労継続支援Ｂ型 つわぶきネット 出雲市西新町一丁目2453－ 平成25年６月１日

がい者就労支援ネット ５

ワークつわぶき

特定非営利活動法人さ 就労継続支援Ａ型 さくらんぼのお家 江津市桜江町谷住郷1713－ 平成25年７月１日

くらんぼのお家 １

特定非営利活動法人コ 就労継続支援Ｂ型 かまて 益田市西平原町552－７ 平成25年７月１日

ミュニティ益田

株式会社 Ｈｏｍｅ 居宅介護 ヘルパーステーション彩 松江市東朝日町278－10 平成25年８月１日

Ｔｅｒｒａｃｅ りテラス～東朝日町～

島根県告示第674号

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成24年

法律第51号）第１条の規定による改正前の障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、次の

とおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51条第２号の規定により告示する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

社会福祉法人四ッ葉福 共同生活介護 たんぽぽ事業所 松江市古志町644－６ 平成24年５月１日

祉会

社会福祉法人弥栄福祉 重度訪問介護 弥栄ヘルパーひだまり 浜田市弥栄町木都賀イ539 平成24年７月30日

会 －１

株式会社いずみ 重度訪問介護 株式会社いずみ 松江市西川津町491－11 平成24年８月２日

行動援護

島根県告示第675号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定により、

次のとおり指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第51条第２号の規定により告示する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 廃止年月日

株式会社いずみ 生活介護 ゆめはうす 松江市西川津町491－13 平成25年５月15日

島根県告示第676号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の14第１項の指定一般

相談支援事業者を次のとおり指定したので、同法第51条の30第１項第１号の規定により告示する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事業者の名称 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日

西ノ島町 地域移行支援 西ノ島町障がい者相談 隠岐郡西ノ島町大字浦郷534 平成25年４月１日

地域定着支援 支援センター

公 告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について国

土交通省中国地方整備局長から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ

り公告する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 作業種類

公共測量（航空レーザ測量 地図情報レベル1,000）

２ 作業期間

平成25年９月15日から平成26年３月14日まで

３ 作業地域

益田市、津和野町、吉賀町

特 定 調 達 公 告

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令

第372号）第11条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島根県規則第

83号）第９条の規定により公告する。

平成25年10月11日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 物品等の名称及び数量

島根県財務会計オンラインシステム用プリンタの賃貸借及び保守一式（機器調達、設置、テスト印字、調整等を含

む。） 156台

２ 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地

島根県出納局会計課財務電算グループ 島根県松江市殿町８番地

３ 落札者を決定した日
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平成25年９月20日

４ 落札者の氏名及び住所

富士通リース株式会社中国支店 広島県広島市中区紙屋町一丁目２番22号

５ 落札金額

21,983,220円

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 特例公告を行った日

平成25年８月９日

次のとおり総合評価一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項、同令第

167条の10の２第６項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第

６条の規定により公告する。

平成25年10月11日

島根県病院事業管理者 中 川 正 久

１ 入札の概要

⑴ 件名及び数量

ＰＥＴ／ＣＴ装置システム調達及びメンテナンス業務 一式

⑵ 調達案件の仕様等

入札説明書による。

⑶ 納入期限

平成26年３月19日

⑷ メンテナンス業務期間

供用開始の日から５年間

⑸ 納入場所

島根県出雲市姫原四丁目１番地１ 島根県立中央病院

２ 募集選定方法

⑴ 基本事項

事業者の募集及び選定は、地方自治法施行令第167条の10の２に基づく総合評価一般競争入札による。

なお、本業務は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める政令及びこれらの関係規定が適用される。

⑵ 審査手続

最初に入札参加資格の確認を行う。入札参加資格の全ての要件を満たす者について基礎審査を行い、基礎審査に合

格した者について入札及び提案審査を実施する。入札参加資格の確認、基礎審査及び入札は本院が実施し、提案審査

は別に設置する医療機器総合評価委員会が実施する。

審査方法の詳細は、別に定める落札者決定基準による。

⑶ 落札者の決定方法

本院は、予定価格の範囲内の入札をした者で提案が最低限の要求要件を全て満たしているもののうち、医療機器総

合評価委員会が実施する落札者決定基準に基づく提案審査の結果を踏まえて、落札者を決定する。

３ 入札参加資格

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
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⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与

させている者でないこと。

⑶ 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和45年島根県告示第４号）第４条の規定により、入札参加

資格の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目の大分類「04.機械器具類」、中分類の「⑴ 医療機器」に登録

されている者であること。

⑷ 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札において、指名停止の措置を受

け、入札日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。

⑸ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱（平成23年島根県告示第454号）に基づき、入札等排除

措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。

⑹ 薬事法（昭和35年法律第145号）に基づいて、高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であること。

⑺ 入札機器を納入し、メンテナンスできる者であること。

⑻ ⑴から⑺までに掲げる入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

４ 入札手続等

⑴ 契約を交わす場所及び問合せ先

〒693－8555 島根県出雲市姫原四丁目１番地１

島根県立中央病院事務局経営部業務課

電話 0853－30－6430

⑵ 入札説明書等の交付期間及び交付場所

平成25年10月11日から同月17日までの間、⑴の場所において交付する（交付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除

く午前９時から午後５時までとする。）。

⑶ 入札説明会の日時及び場所等

実施しない。

⑷ 提出書類

本件入札に参加を希望する者は、入札説明書に掲げる書類を次のとおり提出しなければならない。

ア 提出期限 平成25年10月21日（月）午後５時

イ 提出方法 持参又は郵送

ウ 提出場所 ⑴の場所

⑸ 入札書の提出方法、提出期限及び提出場所

入札参加資格を満たし、基礎審査を通過した者は、次のとおり入札書を提出しなければならない。

ア 提出方法 持参又は郵送による。

イ 提出期限 平成25年10月29日（火）午後１時30分まで（郵送の場合は、書留とし、10月28日（月）午後５時まで

に必着のこと。）

ウ 提出場所 平成25年10月29日（火）午後１時までは、⑴の場所とし、それ以降は⑹のイの場所とする。

⑹ 開札の日時及び場所

ア 日時 平成25年10月29日（火）午後１時30分

イ 場所 島根県立中央病院３階 会議室１

⑺ 開札の実施

開札においては、入札金額が予定価格の範囲内であるかどうかの確認を行い、予定価格の範囲内の入札をした者を

発表する。

なお、開札の際に、入札金額の公表は行わない。

⑻ 提案審査のためのプレゼンテーション実施
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予定価格の範囲内の入札をした者について、提案内容の審査を行うために次のとおりプレゼンテーションを実施す

る。

ア 日時 平成25年10月29日（火）午後４時30分

イ 場所 ⑹のイの場所

⑼ 費用の負担

提出書類の作成及び提出に要する費用並びにプレゼンテーションに要する費用は、入札参加者の負担とする。

⑽ ⑷の提出書類を提出期限までに提出しなかった者の入札書は、無効とする。

５ その他

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

⑵ 入札保証金

入札者が見積もった契約金額の100分の５以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程（平成19年島根県

病院局管理規程第９号）第94条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

⑶ 契約保証金

契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程第117条各号のいずれかに該当する場合

は、免除する。

⑷ 契約書作成の要否

要する。

６ Summary

⑴ Nature and quantity of the product to be purchased：Positoron Emission Tomography－ct including Repair

and Maintenance, １set.

⑵ Desired Date of Delivery：March 19 2014

⑶ The presentation of this documents Submission Deadline：21 October 2013, ５：00 p.m.

⑷ Tender Submission Deadline：29 October 2013, １：30 p.m.

⑸ Information regarding Tender：Shimane Prefectural Central Hospital, ４－１－１ Himebara, Izumo－shi,

Shimane－ken 693－8555, JAPAN

Tel 0853－30－6430

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条の規定により公告する。

平成25年10月11日

島根県警察本部長 福 田 正 信

１ 入札に付する事項

⑴ 入札の件名

島根県警察本部平成庁舎仮設事務所の賃貸借

⑵ 入札案件の仕様等

入札説明書による。

⑶ 賃貸借期間

平成26年６月１日（日）から平成28年１月31日（日）まで

⑷ 貸借物件設置期限

平成26年５月30日（金）
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⑸ 貸借物件撤去期限

平成28年３月31日（木）

⑹ 設置場所

島根県松江市平成町183－６

⑺ 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）を落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札参加者に必要な資格

⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与さ

せている者でないこと。

⑶ 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和45年島根県告示第４号）第４条の規定により入札参加の

認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目大分類「14借入品類」中分類「⑼その他」に登載されている者であるこ

と。

⑷ 島根県が行う物品の売買、借入れ等に係る入札について指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が

継続中の者でないこと。

⑸ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱（平成23年島根県告示第454号）に基づき、入札等排除

措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。

３ 入札書の提出場所等

⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒690－8510 島根県松江市殿町８番地１

島根県警察本部警務部会計課管財第二係

電話 0852－26－0110 内線2237

⑵ 入札説明書の交付期間及び方法

平成25年10月11日（金）から同年11月１日（金）までの間、⑴の場所において交付する（交付時間は日曜日、土曜

日及び祝日を除く午前９時から午後５時までとする。）。

なお、ファクシミリ及び電子メールによる交付は行わない。

⑶ 入札説明会

行わない。

⑷ 入札書の提出期限

平成25年11月21日（木） 午前10時（郵便による入札にあっては、午前９時までに到着していること。）

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時 平成25年11月21日（木） 午前10時

島根県松江市殿町８番地１ 島根県警察本部７階第１小会議室イ 場所

４ その他

⑴ 契約の手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

⑵ 入札保証金

島根県会計規則（昭和39年島根県規則第22号）第61条第１項の規定により、入札者が見積もった契約金額の100分
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の５以上を納付すること。ただし、島根県会計規則第61条の２各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

⑶ 契約保証金

島根県会計規則第69条第１項の規定により、契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県会計規則

第69条の２各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

⑷ 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した事前提出書類を、３の⑴の場所に、平成25年11月６日（水）

午後５時までに、郵送又は持参の方法により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

⑸ 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたとき、入札者に求められる義務を履行しなかったときその他

島根県会計規則第63条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。

⑹ 契約書作成の要否

要する。

⑺ 落札者の決定方法

入札書に記載された金額が島根県会計規則第62条の規定に基づき定められた予定価格の範囲内で、かつ、最低価格

をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

⑻ その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

⑴ Subject matter for tender：Leace contract of temporary building for Shimane Prefectural Police Head－

quarters Heisei Branch Office

⑵ Bid tendering date：November 21, 2013, 10：00 A.M.

（Bids by Post must be received by ９：00 A.M. on November 21, 2013）

⑶ Contact point for the notice：Office of Accounting Finance Section, Police Administration Department,

Shimane Prefectural Police Headquarters

８－１ Tonomachi, Matsue City, Shimane Prefecture, Japan 690－8510

TEL：0852－26－0110（ext.2237）
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